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【基本目標 1】 

未来に輝く『ひと』を育む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の策定にあたっての考え方 
 

未来に希望が持てる持続可能な「まち」を創るためには、地域を主体的に支え、未来に向かって

活躍していく「ひと」の存在が重要であり、このような「ひと」を育むためには、「学び成長していけ

る機会」・「自分らしく暮らせる安定した生活環境」・「子どもが安心して健やかに成長できる環

境」・「誰一人取り残されない共生の社会」・「地域とのつながりによる愛着の醸成」・「心身の健

康」といった要素が必要となります。 

また、こうした取組を進めるにあたっては、一定の人口を確保していくための対策の重要性も踏

まえて、人口減少対策に係る横断的な視点として、「結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるとと

もに、子どもの健やかな成長と学びを支える」ことを包含した、次の６施策の実施により、「未来に

輝く『ひと』を育む」ことの実現に向けた取組を進めていきます。 

 

施策１－１ 

誰もが学び、成長できる 

機会の創出 

施策 1-2 

自分らしく暮らせる

福祉の充実 

施策 1-3 

子育て・子育ちを 

支える環境づくり 

の形成 

 

施策 1-4 

互いを尊重し 

共生できる 

社会の実現 

施策 1-5 

地域とのつながり 

・愛着の醸成 

 6 施策で目指す 

「未来に輝く『ひと』」 

施策 1-6 

健康に生活できる 

環境の整備 
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施策 1-1 誰もが学び、成長できる機会の創出 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

 

 

 

 

 

確かな学力、豊かな心と健やかな体の育成

に向け、教育内容を一層充実するとともに、

安心できる学校生活が送れるよう、家庭や

地域、関係機関などと連携しながら、いじめ

や不登校といった問題の解消、情報モラル

の向上などに向けた取組を推進していく必

要があります。 

生涯にわたり学び続ける環境づくりに向け、

公民館などにおける各種講座、出前講座な

どの充実や、学習拠点となる図書館などの

機能向上等に取り組み、市民の自主的な

学習機会や学習内容の充実を図っていくと

ともに、更なる郷土愛の醸成を図るため、 

今後も「こうふ開府５００年レガシー事業」

を着実に継続していく必要があります。 

 

児童・生徒が良好な教育・学習環境のもと

で学べるよう、学校施設等の計画的な整備

を進めるとともに、一人ひとりの学習状況や

心身の状態に応じた、きめ細かな教育指導

体制を確保していく必要があります。 

インターネット等による情報の氾濫など、  

青少年を取り巻く状況が変化する中、関係

機関と連携しながら、学校、家庭、地域が一

体となって非行防止活動を推進するととも

に、各地域の実情に応じた自主的かつ効果

的な取組を支援し、青少年の健全育成活

動や子どもクラブ活動を着実に推進してい

く必要があります。 

 

学校教育の充実 

 

教育環境の整備 

子ども・青少年の見守り体制への支援 生涯学習の充実 

誰もが生涯にわたって学び、成長し続け、社会構造の変化に適応していける

よう、次代を担う子どもたちの個性と才能を伸ばす学校教育の充実や教育

環境の整備に取り組むとともに、地域における生涯学習の機会や内容の充

実を図ります。 

学校や地域でのつながりの中で、次代を担う青少年の自主性や社会性を

育み、健やかな成長を支えます。 
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施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 可能性を広げる 

高校・専門学校での 

学び 

▸外国人講師による英語指導事業

（高校） 

▸入学準備金融資事業 

▸商業高等学校事務 

▸商業高等学校管理事務 

▸商業高等学校保健厚生事業 

▸商業高等学校振興事業 

▸商科専門学校事務 

▸商科専門学校管理事務 

▸商科専門学校振興事業 

2 
▸学校営繕事業（小学校） 

▸学校営繕事業（中学校） 

▸教育振興事業（小学校） 

▸教育振興事業（中学校） 

▸教育振興助成事務（小学校） 

▸教育振興助成事務（中学校） 

▸維持管理事務（小学校） 

▸維持管理事務（中学校） 

▸学校保健事業（小学校） 

▸学校保健事業（中学校） 

▸小学校校舎整備拡充事業 

▸小学校老朽化リニューアル事業 

▸中学校老朽化リニューアル事業 

▸小学校体育館空調設備設置事業 

▸中学校体育館空調設備設置事業 

▸教材・情報環境整備事業（小学校） 

▸教材・情報環境整備事業（中学校） 

▸学校給食事業（小学校） 

▸学校給食事業（中学校） 

▸私立学校等就学者給食費等給付

事業（小学校） 

▸私立学校等就学者給食費等給付

事業（中学校） 

多様な学びを 

応援する環境づくり 

1 一人ひとりの 

力を伸ばす 

学校教育 

▸小学校外国語活動推進事業 

▸外国人講師による英語指導事業 

（中学校） 

▸サポートティーチャー事業（小学校） 

▸サポートティーチャー事業（中学校） 

▸新しい時代を担う人づくり基金事業 

（甲府の教育推進事業） 

▸教育指導事業（小学校） 

▸きめ細かな教育推進事業 

▸研修研究事業 

    小施策                   主要事業                        一般事業 
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施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

6,490,856 千円 8,205,809 千円 7,297,445 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

 

主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

小学校外国語

活動推進事業 

●外国語を用いて主体的にコミュニケーションを図ることができるための指導を行

う。 

●日本と外国の言語や文化について、体験しながら理解を深めるための指導を行

う。 

学校教育課 

外国人講師に

よる英語指導

事業（中学校） 

●コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、外国語で簡単な情報

や考えなどを理解したり、これらを活用して表現したり、伝え合ったりすることが

できる力を養う指導を行う。 

●外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手

に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態

度を養う指導を行う。 

学校教育課 

4 誰もが 

学び続けられる 

環境づくり 

▸生涯学習振興事業 

▸図書館管理運営事業 

▸こうふ開府５００年レガシー事業 

▸公民館管理運営事業 

▸総合市民会館管理運営事業 

5 青少年の 

自立と成長の応援 

▸青少年健全育成事業 ▸二十歳のつどい事業 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

サポートティー

チャー事業（小

学校） 

●特別支援教育支援員や学習指導員、外国籍の児童に対する日本語指導員の配

置や、教育支援ボランティアを活用する中で、児童に寄り添った支援を行いより

きめ細かな対応を図り、児童の健全育成と学力の向上を図るとともに、スクール

サポートスタッフを配置し教員業務のサポートを行い、教員の多忙化解消を図

る。 

学校教育課 

サポートティー

チャー事業（中

学校） 

●特別支援教育支援員や学習指導員の配置や、教育支援ボランティアを活用する

中で、生徒に寄り添った支援を行いよりきめ細かな対応を図り、生徒の健全育成

と学力の向上を図るとともに、スクールサポートスタッフを配置し教員業務のサ

ポートを行い、教員の多忙化解消を図る。 

学校教育課 

新しい時代を

担う人づくり基

金事業（甲府

の教育推進事

業） 

●家庭・地域と連携し、特色ある学校づくりを目指す中で、甲府の子どもの教育の

中核である「思い遣る心」の育成と「生きる力」を育む教育の展開を図るため、

「甲府の子どもの教育総合推進校事業」を実施する。 

●友だちの良さを認め、互いに尊重し合い、集団の一員として、力を発揮している

者や、他の児童生徒の模範となるような善行を行った者に対して、「なでしこ（撫

子）賞」の表彰を実施する。 

学校教育課 

小学校校舎整

備拡充事業 
●業務委託の中で、建物や空調設備等の維持管理を行う。 建築営繕課 

小学校老朽化

リニューアル

事業 

●国の交付金の採択方針を見極めながら、令和８年度は１２校の校舎等照明器具

のＬＥＤ化を進め、教育環境の質的向上を図る。 
教育施設課 

中学校老朽化

リニューアル

事業 

●国の交付金の採択方針を見極めながら、令和８年度は２校の校舎トイレリニュー

アル、令和９年度は１１校の校舎等照明器具のＬＥＤ化を進め、教育環境の質的向

上を図る。 

教育施設課 

小学校体育館

空調設備設置

事業 

２５校の体育館の空調設備整備と断熱化を順次進め、良質な環境を整備する。 

●令和９年度：児童数の多い１３校の空調設備整備 

●令和１０年度：児童数の多い１３校の断熱改修、児童数の少ない１２校の空調設備

整備（令和１１年度に断熱改修を予定） 

教育施設課 

中学校体育館

空調設備設置

事業 

１１校の体育館の空調設備整備と断熱化を進め、良質な環境を整備する。 

●令和８年度：全１１校の空調設備整備 

●令和９年度：全１１校の断熱改修 

教育施設課 

教材・情報環

境 整 備 事 業

（小学校） 

●授業に必要な教材教具及び情報教育環境を整備するとともに、学校ネットワーク

については、超高速大容量の学術情報ネットワークである「SINET＊」を利用し、

安定した運用を図る。 

●分離状態となっており、システムの利便性や教育データの利活用等に課題のあ

る学校ネットワークについて、令和８年度に一本化したアクセス制御型のネットワ

ークを構築し、利便性の向上等を図る。 

●経年劣化の進む児童生徒１人１台端末について、令和８年度に次期端末への更

新を行い、端末の更なる活用を図る。 

学事課 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

教材・情報環

境 整 備 事 業

（中学校） 

●授業に必要な教材教具及び情報教育環境を整備するとともに、学校ネットワーク

については、超高速大容量の学術情報ネットワークである「SINET＊」を利用し、

安定した運用を図る。 

●分離状態となっており、システムの利便性や教育データの利活用等に課題のあ

る学校ネットワークについて、令和８年度に一本化したアクセス制御型のネットワ

ークを構築し、利便性の向上等を図る。 

●経年劣化の進む児童生徒１人１台端末について、令和８年度に次期端末への更

新を行い、端末の更なる活用を図る。 

学事課 

学校給食事業

（小学校） 

●学校教育の一環として、栄養バランスに配慮した献立の充実、地場産食材の活

用及び食育の推進により、学校給食の質の向上を図る。 

●調理・配膳等の各工程において衛生管理を徹底するとともに、調理委託業者へ

の研修を継続的に実施し、食中毒及び異物混入の防止に努める。 

●小学校給食室の給食調理設備について、老朽化を踏まえた計画的な点検及び

修繕・更新を行い、安全で安定した給食提供体制の維持を図る。 

●市立小学校において、令和８年度から学校給食費の無償化等を行うことで、教育

環境の充実を図り、もって、子育て支援を一層推進する。 

学事課 

学校給食事業

（中学校） 

●学校教育の一環として、栄養バランスに配慮した献立の充実、地場産食材の活

用及び食育の推進により、学校給食の質の向上を図る。 

●調理・配膳等の各工程において衛生管理を徹底するとともに、調理委託業者へ

の研修を継続的に実施し、食中毒及び異物混入の防止に努める。 

●食缶輸送方式による民間委託給食について、給食提供体制の確認を行う。 

●市立中学校において、令和８年度から学校給食費の無償化等を行うことで、教育

環境の充実を図り、もって、子育て支援を一層推進する。 

学事課 

私立学校等就

学者給食費等

給付事業（小

学校） 

●甲府市在住で私立等の小学校に在籍する児童の保護者を対象に、給食費の負

担軽減等を行うことで、教育環境の充実を図り、もって、子育て支援を一層推進

する。 

学事課 

私立学校等就

学者給食費等

給付事業（中

学校） 

●甲府市在住で私立等の中学校に在籍する生徒の保護者を対象に、給食費の負

担軽減等を行うことで、教育環境の充実を図り、もって、子育て支援を一層充推

進する。 

学事課 

外国人講師に

よる英語指導

事業（高校） 

●外国語指導助手（ALT＊）による実践的な英語教育の充実、国際感覚を身につ

けた人材の育成を図り、国際理解教育の推進・充実に向けた指導を行う。 

●外国語を通じて、主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとと

もに、社会的な話題などを論理的・探究的に考えたり、表現したりするコミュニケ

ーション能力を養う指導を行う。 

学校教育課 

生涯学習振興

事業 

●効果的な情報発信を行い、生涯学習事業の認知度向上と参加促進を図る。 

●魅力ある事業を実施し、生涯学習機会の充実を図る。 
生涯学習課 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

図書館管理運

営事業 

●多くの利用が見込まれる資料や価値のある資料を収集し、蔵書の充実に努め

る。 

●ブックスタート・おはなし会・おはなしキャラバンといった事業を推進し、子どもた

ちの読書意欲向上を図る。 

●現施設の長寿命化を図るため、計画的に施設設備の改修・更新を進める。 

●遠隔地住民へのサービス提供を担う移動図書館「なでしこ号」の老朽化に伴

い、その更新や活用方法について検討を進める。 

●障がいを持つ方や高齢者を含む、誰もが読書を楽しめるよう、読書補助ツール

の導入や電子書籍の読み上げ・文字拡大機能のコンテンツ充実を図る。 

図書館 

こ う ふ 開 府   

５００年レガシ

ー事業 

●こうふ開府５００年レガシー事業の継続的な実施に向け、市内小・中学校や各自

治会連合会、他部署等との連携による相乗効果を図りながら更なるこうふ愛の

醸成につなげる。 

●こうふ開府５００年レガシー事業スペシャル版、「こうふ開府の日」記念イベントを

通して、効果的な情報発信や記憶に残るイベント等を実施して浸透・定着を図る

中で、ふるさとづくりにつなげる。 

生涯学習課 

青少年健全育

成事業 

●少子化等と指導者の高齢化などにより活動の継続が困難な地区については、地

域の実情に応じた自主的かつ効果的な取組を支援していく。また、青少年の健

全育成活動や、子どもクラブ活動の着実な推進が図られるよう、団体執行部と地

区組織の連携を支援していく。 

●「みらいを創るわたしの主張大会」の開催や青少年育成甲府市民会議が主催す

る「青少年の意見発表会」の支援など、青少年が意見発表をする機会を創出す

る。 

子ども応援課 

 

 

関連計画 

 

○甲府市教育大綱 

○甲府市学校施設長寿命化計画 

○甲府市生涯学習ビジョン 

○第２次甲府市立図書館基本計画 

○第４次甲府市子ども読書活動推進計画 

○甲府市こども計画 
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施策 1-2 自分らしく暮らせる福祉の充実 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

 

 

 

 

人口減少をはじめ、核家族化やライフスタイ

ルの多様化により、地域住民のつながりが

希薄化するとともに、複雑・多様化した生活

課題を抱える住民が顕在化しています。関

係団体等と連携し、身近な地域での相談支

援体制の充実や生活課題の早期発見につ

なげるとともに、適正な福祉サービスの提

供を図り、誰もが自分らしく安心して活躍で

きる地域づくりを推進する必要があります。 

 

障がいのある人等からの相談内容が複雑・

多様化する中、障がいの特性に応じた切れ

目ない支援を図り、障がいの有無に関わら

ず誰もが尊重しながら支え合うまちづくりが

重要となってくることから、適切な支援やサ

ービスの適正利用につなげるため、相談支

援体制の強化・充実などを図っていく必要

があります。 

少子高齢化の進行に伴い、医療や介護の

需要が更に増加することが見込まれている

中、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けられるよう、介護サービスの充実

や介護予防の推進をはじめ、認知症になっ

ても安心して暮らせる体制づくりの推進の

ほか、医療と介護の切れ目のないサービス

提供体制の強化などを図る必要がありま

す。 

高齢化、景気変動など社会経済情勢が大

きく変化する中、国民健康保険や介護保険

の安定的なサービスの提供をはじめ、真に

支援を必要とする生活困窮者への適切な

対応など、市民の健康と安定した生活を支

えることができる社会保障制度の充実を図

る必要があります。 

地域福祉の推進 

 

高齢者福祉の充実 

社会保障の充実 

 

障がい者への支援 

誰もが住み慣れた地域で生きがいを持って自分らしく暮らせるよう、互いに

支え合う地域福祉を推進するとともに、高齢者や障がい者の方が地域社会

とのつながりを保ちながら生き生きと暮らせる環境づくりに努めます。 

生活に困窮する方々に対して、それぞれの実情に寄り添いながら、誰もが安

定した生活を送れる環境づくりに努めます。 
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施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 互いに支え合う 

地域福祉の推進 

― 

▸社会福祉総務事務 

▸福祉関係計画推進事業 

▸民生委員関係事務 

▸戦没者・原水爆被爆者等援護事業 

▸社会福祉事業等指導・監査事業 

3 
▸特別障害者手当等支給事業 

▸心身障害児童福祉手当支給事業 

▸自立支援医療事業 

▸自立支援補装具事業 

▸自立支援給付審査会事業 

▸障害児通所支援事業 

▸障害児（者）施設整備事業 

▸障害者センター事業 

▸身体障害者福祉事務 

▸重度心身障害者医療費助成事業 

▸自立支援サービス事業 

▸障害者のすみよいまちづくり事業 

▸地域生活支援事業 
障がい者が 

自分らしく暮らせる 

環境づくり 

2 高齢者が生き生きと 

暮らし続けられる 

環境づくり 

▸地域支援事業 

▸生きがい対策事業 

▸成年後見制度普及促進事業 

▸福祉センター事業 

▸老人保護措置事務 

▸敬老対策事業 

▸在宅高齢者対策事業 

▸若竹ねぎらい事業 

▸介護保険対策事業 

4 
安心して利用できる 

社会保障の充実 

▸生活保護扶助事業 

▸生活困窮者自立支援事業 

▸国民健康保険事業 

▸行旅病人死亡人取扱事務 

▸生活保護総務事務 

▸生活保護適正実施推進事業 

▸中国残留邦人生活支援事業 

▸生活保護受給者就労支援事業 

▸後期高齢者医療事業 

▸介護保険運営事業 

▸国民年金事務 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 

    小施策                   主要事業                        一般事業 
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施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

58,538,464 千円 59,056,028 千円 59,400,600 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

 

主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

地域支援事業 

●高齢者を地域全体で支え合う「地域包括ケア体制*」を更に一体的に機能させる

ため、多様な主体による介護予防事業を充実させるとともに、地域の調整機関で

ある地域包括支援センターと協働＊し、新しい認知症観の普及啓発に努めるほ

か、複合的な課題解決につながるよう、医療や介護等の多職種・他機関連携の

深化・推進を図るための交流会等を実施する。 

●地域の健康づくり団体や関係機関と連携し、フレイル＊予防・介護予防を推進して

いく。 

長寿介護課 

・ 

地域包括支援課 

・ 

地域保健課 

生きがい対策

事業 

●高齢者の健康保持と生きがいを高めるため、高齢者スポーツ大会及びグラウン

ドゴルフ大会を実施する。 

●シニアクラブ活動の支援として、甲府市シニアクラブ連合会への運営費補助及

び各シニアクラブへの助成を行う。 

長寿介護課 

成年後見制度

普及促進事業 

●中核機関の運営及び福祉後見サポートセンターの運営費補助を行う。 

●甲府市あんしん終活サポート事業を実施する。 

●甲府市成年後見制度＊利用促進審議会を開催する。 

●３年を１期とするサイクルで成年後見制度＊利用促進基本計画の策定・見直しを

行う。 

長寿介護課 

重度心身障害

者医療費助成

事業 

●医療費の負担軽減を図るため、重度心身障がい者に対して、各種医療制度の一

部負担金、薬剤一部負担金などを助成する。 
障がい福祉課 

自立支援サー

ビス事業 

●障がい者の自立を支援し適切なサービス利用につなげるため、情報共有や研

修等を通じて相談支援事業所及び相談支援専門員の質・スキルの向上を図る。 
障がい福祉課 

障害者のすみ

よいまちづくり

事業 

●重度心身障がい者の福祉の向上に寄与し、社会参加の促進と生活圏の拡大を

図るため、タクシー券を配布し利用料金を助成する。 
障がい福祉課 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

地域生活支援

事業 

●障がいのある人の地域生活を支えるため、意思疎通支援事業や日常生活用具

給付事業、日中一時支援事業などのサービスを提供する。 

●複雑・多様化する相談ニーズに対応するため、障害者基幹相談支援センター＊を

中心に、関係機関との連携体制の強化や相談支援を行う人材の育成を計画的

に進め、総合的な相談支援体制の充実を図る。 

●障がい特性に応じた支援体制の整備を通じて、障がい者等の自立した地域生

活の推進を図るため、意思疎通支援者の養成研修を継続的に実施する。 

障がい福祉課 

生活保護扶助

事業 

●健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するた

め、生活に困窮する人のその困窮の程度に応じ、生活、教育、住宅、医療、介護、

出産、生業、葬祭などの必要な保護を行う。 

生活福祉課 

生活困窮者自

立支援事業 

●生活困窮者の課題解決と早期の自立に向けた支援を図るため、自立相談支援

等の各種事業を実施し、関係部署や関係機関と連携した取組を実施していく。 

●就労可能な対象者の就労支援を図るため、ハローワーク甲府との連携による就

労支援とともに、本市に設置された職業相談窓口「ワークプラザ甲府」との連携

を一層密にした取組を推進する。 

生活福祉課 

国民健康保険

事業 

●国民健康保険加入者の健康の保持増進や、医療費の適正化を推進していくた

め、「第３期甲府市国民健康保険データヘルス計画」等に基づき、特定健康診査

の受診率向上や特定保健指導の実施率向上に向けた取組を行うとともに、生活

習慣病重症化予防などの保健事業を実施していく。 

●国民健康保険事業の財政基盤の安定化を図るため、保険料の収納率向上に向

けた積極的な取組を推進する。 

健康保険課 

 

 

関連計画 

○甲府市地域福祉推進計画 

○甲府市保健計画 

○甲府市障がい者福祉計画 

○高齢者いきいき甲府プラン 

○甲府市成年後見制度利用促進基本計画 

○第３期甲府市国民健康保険データヘルス計画 

○第４期甲府市特定健康診査等実施計画 
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施策 1-3 子育て・子育ちを支える環境づくり 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

  

 

 

 

 

すべての子どもの成長を支援するため、  

公平性に配慮しながら経済的な支援を行う

必要があります。また、ヤングケアラー＊や児

童虐待など、相談内容が複雑かつ重篤な

ケースが増えており、今後もこの傾向は強く

なると考えられるため、早期対応、継続した

支援という観点から、関係各課・機関との

連携が一層重要となっています。 

 

児童数の減少が見込まれる中、地域での

子どもの居場所を確保するための人材確

保や持続的な運営体制の確立が課題とな

っています。また、放課後児童クラブにおい

て、食事の提供、要配慮等児童への対応な

ど、ニーズが一層多様化しており、これらに

適切に対応していくため、実施体制を見直

していく必要があります。 

 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない

支援を継続して行いながら、安心して妊娠、

出産、子育てができるよう、母子保健に関わ

る関係機関との連携を更に推進していく必

要があります。また、早期にマイ保健師＊が

支援することで、母親の孤立感を和らげ、 

育児不安や負担感を軽減していく必要があ

ります。 

 

いじめ認知件数や不登校児童生徒数の増

加、暴力行為、登下校中の不審者などの問

題が発生するなど、子どもたちを取り巻く環

境は、厳しさと危険度を増しています。また、

ＳＮＳをはじめとするインターネット上でのい

じめ対策等、新たな課題に対する調査研究

やマニュアル整備などによる、即応力の向

上が課題となっています。 

 

経済的・心理的な支援 

 

安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

安全・安心に過ごせる学校の体制づくり 健やかに過ごせる環境づくり 

希望する誰もが妊娠、子育てに不安や負担を感じることなく安心して子ども

を産み育てられるよう、経済的支援や相談体制の充実を図るとともに、質の

高い幼児教育や保育サービスが受けられる環境を整えます。 

子どもたちが地域で安心して過ごせる居場所の確保に努めるとともに、様々

な課題の解決につなげるきめ細かな支援体制を整え、すべての子どもが安

心して健やかに成長できる環境づくりを進めます。 
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施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 
子育てに関する 

費用への助成 

▸すこやか子育て医療費助成事業 

▸ひとり親家庭等医療費助成事業 

▸多子世帯等への利用者負担額（保

育料）軽減事業 

▸妊娠・子育て応援給付金事業 

▸母子生活支援施設等措置事業 

▸児童手当支給事業 

▸ひとり親等福祉事業 

▸養育医療等事業 

▸小児慢性特定疾病対策事業 

▸母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

2 
▸子育て総合相談窓口運営事業 

▸母子保健事業 

▸子育て短期支援事業 

▸子育て・お助け隊派遣事業 

▸ファミリー・サポート・センター事業 
切れ目のない 

相談と支援の充実 

 

3 
▸公立保育所事業 ▸教育・保育施設等運営給付事業 

▸幼児教育施設利用費等助成事業 
質の高い 

幼児教育や 

保育サービスの提供 

4 子どもが 

健やかに過ごせる 

環境づくり 

▸放課後児童クラブ事業 

▸（仮称）甲府市子ども応援拠点施

設整備事業 

▸放課後子供教室推進事業 

 

▸児童館等運営事業 

▸教育・保育施設等整備事業 

▸幼児教育センター事業 

▸児童福祉総務費 

▸チビッコ広場整備事業 

5 子どもの 

安全・安心を支える

学校の体制づくり 

▸学校危機管理体制整備事業 ▸教育指導事業（中学校） 

▸教育研修所等管理運営事業 

    小施策                   主要事業                        一般事業 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 
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施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

14,578,626 千円 14,770,124 千円 14,948,121 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

 

主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

すこやか子育

て医療費助成

事業 

●不要不急な受診に伴う医療費の増加を抑えるため、「ジェネリック医薬品普及啓

発用受給資格証カードケース」を作成・配付するとともに、市ホームページ等で

も引き続き周知を行い、適正受診の啓発に努める。 

子育て支援課 

ひとり親家庭

等医療費助成

事業 

●不要不急な受診に伴う医療費の増加を抑えるため、「ジェネリック医薬品普及啓

発用受給資格証カードケース」を作成・配付するとともに、市ホームページ等で

も引き続き周知を行い、適正受診の啓発に努める。 

子育て支援課 

多子世帯等へ

の利用者負担

額（保育料）軽

減事業 

●本市独自の保育料軽減制度と県の補助制度を活用し、子育て世代の経済的な

負担の軽減を図っていく。 
子ども保育課 

妊娠・子育て

応援給付金事

業 

●面談やアンケートを通じ給付金及び相談支援を確実に実施する。 

●流産等の妊婦に対するグリーフケア＊等の支援を行う。 
母子保健課 

子育て総合相

談窓口運営事

業 

●児童虐待件数や要保護児童ケースが増加しており、子育てに困難を抱える世帯

がこれまで以上に顕在化している中、要保護児童や特定妊婦等の養育環境を整

え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことが重要であることから、当該世帯向けの

支援を検討していく。 

子育て支援課 

母子保健事業 

●集団健康診査未受診児に対しては引き続き受診勧奨を行い受診率の向上に努

める。 

●１か月児健康診査を開始し、乳児の健康の保持増進及び子育て家庭の経済的

負担の軽減を図る。 

●就学までの切れ目のない支援を行うために、５歳児健康診査の実施に向けた検

討を行う。 

●サポートプランを通じて一人ひとりの状況に合わせた伴走的な支援を継続する。 

母子健康課 

・ 

母子保健課 



基本目標１ 

未来に輝く『ひと』を育む 

26 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

教育･保育施

設等運営給付

事業 

●保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の円滑な運営を図るため、施設型

給付費等を交付するほか、地域子ども・子育て支援事業に対する補助金等の交

付及び幼児期の教育・保育等を行う施設等の利用に関する施設等利用費を交

付していく。 

●保育所等における使用済みおむつ処分費の補助を行い、保育所等の運営費負

担軽減を図る。 

子ども保育課 

幼児教育施設

利用費等助成

事業 

●子どもを私学助成の園に就園させる施設等利用給付認定を受けた保護者に対

して、入園料・保育料、預かり保育及び実費徴収となる副食費相当額の助成を行

うことにより、利用者の経済的支援を行うとともに、子育て支援の推進と幼児教

育の振興を図っていく。 

子ども保育課 

放課後児童ク

ラブ事業 

●開設時間については、今後の学校の下校時間を調査する中で検討していく。 

●登会について安全安心の面からも、学校内の余裕教室でクラブ運営をしていく

ために、学校とも協議を行っていく。 

●利用者のニーズについては、他都市の状況を調査する中で対応について協議し

ていく。 

子ども保育課 

（仮称）甲府市

子ども応援拠

点施設整備事

業 

●円滑かつ効率的な工事着手に向け実施設計業務を進める。 

●実施設計を踏まえた工事着工。 

総務課 

（子ども未来部） 

放課後子供教

室推進事業 

●放課後の児童が安全・安心に過ごし、教育的な学びや多様な体験活動を行うこ

とができるよう、「放課後子供教室」を拡充していく。 

●計画的な開催や安全管理につなげるため、学校施設等の活用や地域に根差し

た支援スタッフの充実を図っていく。 

生涯学習課 

学校危機管理

体制整備事業 

●いじめや不登校、暴力行為、登下校中の事件・事故等、学校内外におけるリスク

に対する危機管理体制を整備し、児童生徒が安全に安心して学校に通えるよう

組織体制の強化を図るとともに、緊急事案にも対応できるよう体制の強化を図

る。 

学校教育課 

 

 

関連計画 

○甲府市こども計画 

○甲府市保健計画 

○甲府市食育推進計画 
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施策 1-4 互いを尊重し共生できる社会の実現 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

  

 

 

 

施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

互いを尊重し合い、誰もが地域で安心して

暮らせるよう、より多くの市民が人権や平和

について主体的に考える機会の提供が求

められています。また、男女共同参画社会の

実現に向けて、アンコンシャス・バイアス＊を

理解し、固定的な性別役割分担意識を解

消することが求められています。 

改正出入国管理法による新たな在留資格の

創設などを背景に、本市の外国人市民の

更なる増加が見込まれる中で、外国人市民

の地域との共生や安定した就労を促進する

とともに、日本人市民へ多文化共生＊への

意識の醸成を図るなど、すべての市民が安

心して暮らし、活躍できるよう、多文化共生
＊施策をより一層推進していくことが求めら

れています。 

 

人権を尊重する社会づくり 多文化が共生するまちづくり 

性別や国籍、文化的背景などにかかわらず、誰もが地域で安心して暮らし、

互いを尊重し合いながら、地域社会の担い手として活躍することができる社

会づくりに取り組みます。 

多様な文化や価値観を認め合い、日常の様々な場面で共に協力し合う多

文化共生＊のまちづくりを進め、誰一人取り残されない共生社会の実現を目

指します。 

1 人権を尊重する 

社会づくり 

▸人権推進事業 

▸平和都市宣言事業 

▸男女共同参画推進事業 ― 

    小施策                   主要事業                        一般事業 
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施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

88,488 千円 81,083 千円 80,397 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

 

主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

人 権 推 進 事

業 

●アンケートで寄せられた意見等を踏まえ、パネル展や講演会等の内容を検討す

る中で、より多くの市民が人権について主体的に考える機会を提供する。 
人権男女参画課 

平 和 都 市 宣

言事業 

●平和ポスター展や広島平和記念式典への参加事業等を継続する中で、戦争を

知らない世代に戦争の恐ろしさや、命、平和の尊さと大切さを改めて考えてもら

う機会を提供し、恒久平和の思いを次世代へ継承していく。 

総務課 

（市民部） 

男 女 共 同 参

画推進事業 

●「第４次こうふ男女共同参画プラン」及び「第２次甲府市ＤＶ防止基本計画」に基

づき、男女共同参画社会の実現に向けた各種施策に引き続き取り組むとともに、

その成果や課題を踏まえた次期プランを策定し、推進する。 

●個性や能力を活かしながら、職場、地域、家庭など、様々なステージにおいて女

性が活躍できる機会を提供し、各々にとって「自分らしく活躍できるまち」を目指

し、女性活躍推進のための各種事業を展開していく。 

人権男女参画課 

2 
▸国際交流事業 

▸新しい時代を担う人づくり基金事業

（姉妹・友好都市教育交流事業） 

▸多文化共生推進事業 

多文化が調和し、

共に支え合う 

まちづくり 

― 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

国際交流事業 

●姉妹都市等との交流については、親善交流はもとより、これまで築いてきた信頼

関係を活かし、新たな価値の創出を図る。 

●とりわけ、令和１０年度に予定されているデモイン市との姉妹都市締結７０周年記

念事業においては、担当者と協議を重ねる中で、様々な分野での交流を推進す

る。 

●姉妹都市等以外の都市との交流についても、県や関係機関と連携する中で新た

な関係構築に取り組む。 

国際交流課 

新しい時代を

担う人づくり基

金事業（姉妹・

友好都市教育

交流事業） 

●姉妹都市及び友好都市との教育交流を行い、国際性豊かな視野の広い人材育

成につなげる。 
学校教育課 

多文化共生推

進事業 

●外国人市民の地域との共生や安定した就労などを一層促進するため、日本語教

室を拡充する。 

●外国人市民を受け入れる側となる日本人市民や市内企業に対しても多文化共

生＊に関する意識の醸成を図るため、多文化共生セミナーや、やさしい日本語セ

ミナーを開催する。 

●市が開催するイベント等において、留学生と市民の交流を通じて留学生の活躍

機会を創出するとともに、市民の国際感覚の醸成を図る。 

国際交流課 

・ 

市民課 

 

 

関連計画 

○第４次こうふ男女共同参画プラン 

○第２次甲府市ＤＶ防止基本計画 

○甲府市多文化共生推進計画２０２６ 
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施策 1-5 地域とのつながり・愛着の醸成 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

 

 

 

 

 

多くの市民が文化・芸術に親しみ、豊かな

感性を育むことができるよう、優れた文化芸

術の提供や市民参加型の事業を実施する

とともに、各種の文化・芸術団体の活動を

支援することにより更なる活性化を図る必

要があります。 

市政への陳情・要望や市民の日常生活に

おける問題に対し、引き続き迅速かつ適切

な対応を図るとともに、行政情報を正確に

わかりやすく伝えるため、ＳＮＳ等を活用した

タイムリーで効果的な情報発信が求められ

ています。 

史跡武田氏館跡・甲府城下町遺跡をはじ

め、埋蔵文化財資料や歴史資料の適切な

保護保存に加え、これらを活用した学習機

会の提供や、歴史・文化財の情報発信など

を行い、その魅力を次代へ継承するととも

に、郷土への誇りや愛着を深める必要があ

ります。 

 

市民一人ひとりが協働＊への理解を深める

とともに、時代の変化に即した地域活動へ

の契機となる研修機会の充実を図る必要

があります。また、多様な主体が連携・交流

を深めながら、地域活動の担い手として協

働＊し、更なる地域活動の活性化や主体的

な課題解決を図るための支援が求められ

ています。 

文化・芸術活動の振興 

 

文化財の保存・活用 

協働＊のまちづくりの推進 市民参画や情報発信の充実 

文化芸術活動の振興や文化財の保存・活用を通じて、郷土への理解と愛着

を深めるとともに、地域の魅力を次の世代へつないでいきます。 

市民参画の機会を充実させ、多様な主体との協働＊を推進することで、地域

のつながりを強化し、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わり続ける

ことができる環境づくりに努めます。 
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施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

547,275 千円 572,473 千円 572,647 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

  

1 文化・芸術を 

身近に楽しむ 

環境づくり 

▸文化芸術推進事業 ▸藤村記念館事業 

▸開府５００年甲府の歴史を学ぶ事業 

▸御岳文芸座事業 

2 
▸史跡武田氏館跡整備事業 

▸文化財保護事業 

▸武田氏館跡歴史館管理運営事業 

▸出土品等管理事業 

歴史・文化資源の 

保存と活用 

3 市民の声を活かした

協働のまちづくり 

▸悠遊館等施設管理事業 ▸広報推進事業 

▸広聴活動事業 

▸まちづくり計画推進事業 

▸協働推進事業 

▸市民組織事業 

▸地域集会施設整備助成事業 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 

    小施策                   主要事業                        一般事業 
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主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

文化芸術推進

事業 

●優れた文化・芸術に接する機会の提供や、甲府市文化協会をはじめとする文化

団体の支援などを推進することにより、市民による文化芸術活動の普及振興と

文化事業の円滑な推進を図り、地域に根ざした文化・芸術の振興に努める。 

生涯学習課 

史跡武田氏館

跡整備事業 

●「史跡武田氏館跡保存活用計画」を策定し、文化財保護を前提としつつ、観光面

も意識した史跡の活用事業を促進する。 

●「史跡武田氏館跡保存活用計画」に基づく事業を推進するため、整備対象地の

公有地化を再開し、活用につなげていく。 

●史跡の中心に位置し、武田神社が鎮座する主郭の西土橋において一部が崩落

した石垣の修理によって、文化財を保護するとともに、通行者の安全確保を行う。 

歴史文化財課 

文化財保護事

業 

●甲斐善光寺は、再建されて２３０年、直近の大規模修理から６０年経過し、老朽化

が著しい。国・県とともに修理事業に対して補助を行う。 

●指定文化財（建造物）の防火・防災用感知器の保守・点検に係る費用に対して

補助を行う。 

●埋蔵文化財の適切な保存のため、開発事業に先立って確認調査を実施する。埋

蔵文化財が保存できない場合には記録保存を目的とした本発掘調査を実施す

るように指導する。 

歴史文化財課 

広報推進事業 

●広報誌、ホームページ、ＳＮＳなど各媒体の特性を活かしながら、市民等情報の

受け手と時代のニーズに合った情報発信に努める。 

●ホームページについては、令和８年１１月の本格稼働に向けてリニューアル業務

を進める。 

情報発信課 

広聴活動事業 

●市民との対話を通じて、「市民の声を原点とした市政創り」を進めるとともに、参

画と協働＊によるまちづくりを推進するため、「よっちゃばれ放談会」を開催する。 

●市民参加による開かれた市政を推進するため、各種団体との市長対話を実施す

る。 

●市政への要望・陳情等に対し迅速かつ適切に対応するとともに、市民の日常生

活における問題の解決を図るため各種相談会を開催する。 

協働推進課 

まちづくり計画

推進事業 

●各地区２１世紀のまちづくり協議会が主体となり、地区の将来像の実現に向けて

実施する防災・防犯、環境美化及び健康づくりなどのまちづくり事業に対し助成

や助言を行うとともに、各地区の活動内容を広く周知し、地域の特性や個性を活

かしたまちづくり事業を支援する。 

協働推進課 

協働推進事業 

●研修会や出前講座などの開催を通じて、多くの市民の協働＊のまちづくりへの関

心を高め、地域活動への積極的な参加を促進するほか、「あつ活サポーター団

体＊」等による地域活動の担い手の確保やデジタル化の推進による負担軽減に

努めつつ、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業及び学校など、多様な主体がそれぞれ

の強みを活かし、弱みを補完し合い、支え合いながら活力ある地域社会を築くた

め、「甲府市協働のまちづくり第４期推進行動計画」の取組を通じて協働＊のまち

づくりを推進する。 

協働推進課 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

市民組織事業 

●甲府市自治会連合会の運営費等に対する補助を行い、自治会連合会や単位自

治会の活動を支援する。 

●「広報こうふ」などの配付を各地区自治会連合会へ委託し、各自治会を通じて市

民に市政情報を確実に周知する。 

●自治会への加入を呼びかける「加入促進チラシ」を転入者へ配付するとともに、

自治会の活動や役割について広く周知するなど、継続的な加入促進に取り組

む。 

●市民まつりである「甲府大好きまつり」の開催を通じて、市民の郷土愛の醸成を

図るとともに、市民参加による協働のまちづくりを推進する。 

協働推進課 

地域集会施設

整備助成事業 

●地域住民の自治意識の高揚、連帯感を醸成し、コミュニティ活動を推進する拠点

である自治会の地域集会施設の整備促進を図るため、新築・改修・耐震診断等

の施設整備事業費の助成を行う。 

協働推進課 

 

 

関連計画 

○甲府市文化財保存活用地域計画 

○史跡武田氏館跡保存活用計画 

○甲府市協働のまちづくり第４期推進行動計画 
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施策 1-6 健康に生活できる環境の整備 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

 

 

 

 

 

健康寿命＊の延伸に向け、健康無関心層を

含む多くの市民が健康についての理解を

深め、主体的に生活習慣の維持・改善に取

り組むよう、地域の健康づくり団体や関係

機関と連携して取り組む必要があります。 

また、高齢者にとって地域や仲間と関わる

社会参加の機会は重要であり、フレイル＊予

防に着目した働きかけを一層進めるととも

に、圏域を越えた医療介護の支援体制の

強化も図る必要があります。 

子どもの育ちを一層応援するため、引き続

き「子ども応援プラットフォーム＊」への登録

者の裾野を広げ、応援領域の拡大ととも

に、子どもの体験機会の増加を図っていく

必要があります。また、子どもたちに様々な

体験機会を創出することを通じて子どもの

豊かな心や健やかな体の成長につなげて

いく必要があります。 

 

スポーツ実施率の低い子育て世代や高齢者

が無理なく気軽にスポーツに親しむ機会を

確保するとともに、年齢や性別、障がいの有

無に関わらず、すべての市民が運動・スポー

ツ活動に身近に親しむことができる機会の

充実を図る必要があります。また、生涯スポ

ーツの拠点整備を進めることにより、市民の

健康増進と体力づくりの向上を図る必要が

あります。 

健康づくりの推進 スポーツの振興 

子どもの心身の育ちの応援 

誰もが健康で活力ある生活を送れるよう、スポーツ活動の振興を図るととも

に、子どもが夢や希望を持ち健やかに成長できるよう、幼少期から遊びや体

験の機会を提供します。 

 
ライフステージに応じた健康づくりの取組を推進し、市民が生涯を通じて心

身ともに健やかに、地域活動や社会参加を続けられる環境の整備に努めま

す。 

運動遊び＊の重要性について指導者だけで

なく保護者にも理解を深めていただくととも

に、子どもの「体を動かすことが楽しい。心地

いい。」という気持ちを高め、自発的に運動す

る機会を増加させ、運動能力向上と健全な

心身の発育につなげていく必要があります。 

子どもの運動遊び＊の推進 



基本目標１ 

未来に輝く『ひと』を育む 

35 

 

施策の体系分類及び事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策全体の事業費及び他計画との関連 

 

施策全体の 

事業費 

当初予算額 計画額 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

1,309,234 千円 1,842,902 千円 2,157,980 千円 

総合戦略の基本目標との関連 ＳＤＧＳの目標との関連 

基本目標1  基本目標2  基本目標3 
 

 

  

3 心と体を育てる 

遊び・体験の 

機会づくり 

▸子ども運動遊び事業 

▸子ども応援事業 
― 

2 生涯にわたって 

親しめるスポーツ

環境づくり 

▸スポーツ振興事業 

▸緑が丘スポーツ公園整備事業 

▸各種スポーツ施設管理事業 

▸学校開放施設管理事業 

▸国民スポーツ大会冬季大会開催事業 

▸全国高等学校総合体育大会開催事業 

1 
▸保健施設管理事業 

▸市民いこいの里管理事業 

▸保健衛生総務事務 

▸保健統計調査等事業 

▸健康政策推進事業 

▸健康づくり推進事業 

▸精神保健福祉事業 

▸健康診査事業 

▸各種予防事業 

健やかな暮らしを

支える健康づくり 

※主要事業・・・施策の成果を上げるための貢献度や優先度が高い主な事務事業 

一般事業・・・その他の事務事業 

    小施策                   主要事業                        一般事業 
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主要事業の取組内容 

 

事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

健康政策推進

事業 

●医療と介護の連携を一層推進するため、引き続き「県央ネットやまなし＊」の事業

として、多職種連携を支援するツール（情報検索システム、魅力発信のための動

画）の運用、医療・介護関係者への研修会の開催、地域住民へ向けた在宅療養

やＡＣＰ＊の普及啓発を行っていく。 

●多くの市民のヘルスリテラシー＊向上を図るための取組を実施するとともに、仕

事や育児、介護に忙しく、自身の健康について優先順位が低くなりがちな働き盛

り世代の健康づくりを支援するための施策などを実施する。 

●高齢者一人ひとりの状態に応じたきめ細かな支援や集団的支援を行い、健康づ

くりや介護予防を推進し、高齢者の更なる健康寿命の延伸に取り組む。 

●医療・介護・健診等の多様なデータを基に高齢者の健康状態を分析し、課題を

より明確にすることで更なる効率的・効果的な事業実施を目指す。 

地域包括支援課 

・ 

健康政策課 

健康づくり推

進事業 

●健康づくりの推進では、市民が主体となった健康づくり活動となるよう、市民が

取り組みやすい体制を構築していく。 

●地域・職域連携では、協議会等で課題を共有し、各組織の活動や具体的な連携

を進めていく。 

●健康に関する正しい情報の得やすさや、健康に配慮した食品の選びやすさ、相

談しやすい体制づくりなどの食環境づくりに取り組む。 

●味覚教育に関する普及啓発に努める。 

地域保健課 

・ 

母子保健課 

精神保健福祉

事業 

●市保健所として、警察官通報などの緊急対応や、心の健康づくりに関する幅広い

精神保健福祉相談に対し、関係機関等と連携を図り対応する。 

●ひきこもりに関する相談支援では、地域の理解者を増やすための研修会や、当

事者の居場所づくり事業、家族のつどいなどを実施する。 

●自殺対策では、計画に基づき、ゲートキーパー＊の養成など自殺対策を支える人

材の育成や、こころの健康に関する普及啓発などを実施する。 

精神保健課 

健康診査事業 

●がん検診受診率向上に向け、関係機関等との連携や協働＊による取組により、効

果的な受診勧奨を行う。また、適切な精度管理を行い、国の指針に沿ったがん検

診の提供を目指す。 

●精密検査対象者へのフォローについては、精密検査受診率向上を高めるととも

に、精密検査未把握率の減少に努める。 

●成人歯周疾患健診では、本市の健康課題である高血糖状態者や６５歳未満の若

い世代への受診勧奨を継続し、受診者数増加を目指す。 

地域保健課 

各種予防事業 

●Ａ類予防接種＊の接種率向上に向け、関係部署と連携していく。 

●新たなワクチンの定期接種化について新事業の体制整備と情報周知を速やか

に行っていく。 

●予防接種事務のデジタル化について、混乱なく実施できるよう、関係機関との調

整や体制整備を進めていく。（本市は令和１０年４月開始予定） 

医務感染症課 
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事業名 主な取組内容（今後３か年） 担当課 

スポーツ振興

事業 

●「子ども運動機会の充実」に向け、運動遊び＊のきっかけ創り、親子で参加できる

スポーツ機会の拡充及び学校部活動の地域展開に取り組む。 

●「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」に向け、民間事業者や関係団体

等と連携したスポーツ機会の創出とユニバーサルスポーツ＊の推進による共生

社会の実現に取り組む。 

●「スポーツによる地域の活性化」に向け、スポーツ協会、スポーツ推進委員等と

連携したライフスポーツの推進や市民運動会を開催するなど地域スポーツ活動

の推進に取り組む。 

スポーツ課 

緑が丘スポー

ツ公園整備事

業 

●第２期緑が丘スポーツ公園整備工事の進捗管理を行う。 拠点開発推進課 

子ども運動遊

び事業 

●プレイリーダー＊研修会や親子運動遊び教室の開催に加え、甲府市子ども屋内

運動遊び場「ヴァンフォーレおしろらんど」を指定管理者との連携により、効果的

な施設の魅力発信や利用者へのサービスの向上を図ることで、更にたくさんの

子どもに利用していただき、運動遊び＊の浸透とともに運動能力の向上を図る。 

子ども応援課 

子ども応援事

業 

●学習支援を兼ねた居場所づくりの継続的な運営と協力団体の拡充に努める。 

●支援を必要としている人が活用できるよう事業の周知に努める。 

●「子ども応援プラットフォーム＊」の活性化に向け、登録者の裾野を広げるととも

に、子ども応援会議等の情報共有・情報連携の場をより実効性のあるものとなる

よう検討していく。 

●子ども応援団体等＊と連携・協働＊し「子ども応援フェスタ」等を開催することで、

すべての子どもたちを対象とした多様で幅広い体験機会を創出し、子どもの育

ちを応援する。 

子ども応援課 

 

 

関連計画 

○甲府市地域福祉推進計画 

○甲府市保健計画 

○高齢者いきいき甲府プラン 

○甲府市こども計画 

○甲府市食育推進計画 

○第２次甲府市自殺対策推進計画 

○第２期甲府市スポーツ推進計画 

○緑が丘スポーツ公園施設整備基本計画 

○甲府市地域防災計画 
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